
甲佐町水道管理センター

平素より甲佐町水道事業にご理解ご協力いただきありがとうございます。

甲佐町では、物価高騰により影響を受ける町民や事業者の経済的負担を軽減するため、公共施設を

除くすべての上水道使用者の方を対象に、下記のとおり水道料金の基本料金を期間限定で免除します。

なお、免除は国からの物価高騰対策に係る臨時交付金を活用するもので、水道事業の資金に余裕が

あるものではありません。

また、この免除に関して上水道使用者の方に行っていただく手続きはありません。

１ 免除対象者

甲佐町と給水契約をしている（公共用を除く）全使用者

※公共用・・・役場、消防、公民館等の公共施設は対象外です。

２ 免除期間

令和７年１１月検針分（１２月請求分）から令和８年２月検針分（３月請求分）までの４か月間

３ 免除内容

次の料金表を適用します。
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【計算例】 口径１３ｍｍ　使用水量２０ｍ
3
の場合

計算方法･･･ （基本料金＋超過料金）×消費税率＝水道料金（小数点以下切捨）

※使用水量が基本料金以内（０～８ｍ
3
）の場合、請求はありません。

４ その他

・ 基本料金免除期間中の検針票「水道ご使用量等のお知らせ」は、免除後の金額が表示

されます。

・ 今回の免除措置について、甲佐町水道管理センターからお電話やご訪問をすることは

ありません。

お問い合わせ先

甲佐町水道管理センター

(甲佐町環境衛生課水道係)

電話：096-234-0755

甲佐町上水道使用者　　各位

水道料金の基本料金の免除について（お知らせ）

記

メーター口径
基本料金（税抜） 超過料金

基本水量:８ｍ
3

（１ｍ
3
）

０円

７５ｍｍ １２，０００円 ０円

３０ｍｍ ２，４００円 ０円

４０ｍｍ ３，６００円 ０円

免除後 0円＋1,620円（135円×12ｍ
3
）

５０ｍｍ ６，０００円 ０円

１３ｍｍ １，２００円 ０円

１３５円

２０ｍｍ １，４００円 ０円

1.1

２５ｍｍ １，８００円

1,782円

基本料金（０～８ｍ
3
）＋超過料金 ×消費税率 ＝水道料金

免除前 1,200円＋1,620円（135円×12ｍ
3
） 1.1 3,102円


